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1.　はじめに

国土交通省は，まちづくり・インフラ，交通・
運輸など，くらしと経済を支える幅広い分野を所
管しています。我が国の国土交通分野における温
室効果ガスの排出量は，我が国全体の排出量の約
7割を占めており，我が国の温室効果ガスの削減
に向けて，国土交通分野の脱炭素の取組は重要な
鍵といえます。

「国土交通省環境行動計画」は，環境基本法に
基づく政府の「環境基本計画」等を踏まえ，国土
交通省の環境配慮方針として，具体的な数値目標
等による施策の進捗管理を行うことや，国土交通
省の環境関連施策を体系化する役割を担っていま
す。国土交通省では，平成16年にはじめて環境行
動計画を策定して以降，現在まで，必要に応じて
改定を行いながら，環境政策に取り組んできてい
ます。ここでは 2025 年 6 月に改定された本計画
の内容について紹介します（図－ 1）。

新たな「国土交通省環境行動計画」について

国土交通省 総合政策局 環境政策課

図－ 1　国土交通省環境行動計画の改定
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2.　環境分野を巡る情勢

近年，環境政策を巡る潮流は，国内外において
大きく変化しています。
我が国では，2050 年カーボンニュートラルの
実現に向け，本年 2月に「地球温暖化対策計画」
を閣議決定し，新たな温室効果ガス削減目標とし
て，2035 年度，2040 年度において，2013 年度か
らそれぞれ 60%，73% 削減することを目指すこ
ととされました。これらの目標は，パリ協定に基
づく我が国の新たな「国が決定する貢献（NDC）」
として，国連に提出されています。
また，脱炭素と産業競争力強化・経済成長の同
時実現を目指す「グリーントランスフォーメーシ
ョン（GX）」が進んでおり，本年 2月には，2040
年を見据えた「GX2040 ビジョン」が閣議決定さ
れています。本年 5月には，改正脱炭素成長型経
済構造への円滑な移行の推進に関する法律（改正
GX推進法）が成立し，令和 8年度から，我が国
でも排出権取引制度が本格稼働することになって
います。
さらに，自然災害の激甚化・頻発化，生物多様
性の損失など，環境リスクが高まる中，国内外で
NbS（自然を活用して社会課題の解決につなげる
取組）や，ネイチャーポジティブ（生物多様性の
損失を止め，回復軌道に乗せる取組）の機運が向
上しています。
同時に，資源に限りがある中で，環境負荷軽減
のみならず，経済安全保障や産業競争力を強化す
る観点からも，資源を効率的・循環的に利用する
循環経済（サーキュラーエコノミー）の重要性が
高まっています。
一方で，国土交通分野では，環境政策以外に
も，人口減少やインフラの老朽化が急速に進展す
る中，建設業や運輸業をはじめとした各分野にお
ける担い手不足が深刻化するなど，さまざまな社
会課題に直面しています。国土交通行政において
は，環境政策を推進する際に，こうした社会課題

の解決も同時に図っていくという視点が欠かせま
せん。

こうした視点に立って，国土交通省では本年 6
月，国土交通大臣を本部長とする「第 7回 国土
交通省グリーン社会実現本部」を開催し，国土交
通省環境行動計画を抜本的に改定しました。新し
い環境行動計画では，環境に関する国内外の大き
な潮流等を踏まえ，あらゆる国土交通政策の立
案・実行において，環境政策との整合を図り，予
算・税制・法令等のさまざまな手段を用いて政策
を展開することで，環境政策が目指すウェルビー
イングの向上を図りながら，国土交通省の任務を
果たしていくことを目指しています。

3.　‌�国土交通省環境行動計画の 7つ‌
の重点分野

国土交通省環境行動計画では，次に示す 7つの
分野横断的視点を踏まえて，7つの重点分野ごと
に，政策の方向性と主要な施策を整理しています
（図－ 2）。

（7つの横断的視点）
・関係省庁・産業界を含めた多様な主体が参加し
た連携・協働の場の構築
・国土交通省が所管する各分野間の連携による相
乗効果の発揮
・技術動向や国際動向を踏まえた産業競争力強化
につながる環境政策の展開
・脱炭素投資などを促進するために必要な予見可
能性の確保
・人口減少，担い手不足等の我が国の社会課題と
の同時解決
・環境課題解決の可能性を広げる新技術・DX技
術の社会実装・活用
・本邦企業の海外での活躍を促進する国際貢献，
国際展開

（7つの重点分野）
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図－ 2　重点的に取り組む 7つの重点分野

・徹底した省エネ・クリーンエネルギーへの移
行，再エネの供給拡大等の国土交通GXの推進
・自然再生や人と自然が共生する社会づくり
・再生資源を利用した生産システムの構築
・環境資源を基軸とした地域の経済社会づくり
・気候変動に適応できる社会の形成
・環境価値が評価される市場創出
・グリーン社会を支える体制・基盤づくり

以下，それぞれの重点分野において取り組むべ
き主な施策を簡潔にご紹介します。

⑴　重点分野 1「徹底した省エネ・クリーンエネ
ルギーへの移行，再エネの供給拡大等の国土交
通 GXの推進」
住宅・建築物の省エネ対策の強化や公共交通・

自転車の利用促進等といった省エネの推進に加え
て，各輸送モードにおける次世代自動車の普及，
ゼロエミッション船・燃料電池鉄道車両・持続可
能な航空燃料（SAF）の導入促進等を進めます。
また，EV充電施設・水素ステーション等のイン

フラ整備も進めることで，各輸送モードとインフ
ラの両面からクリーンエネルギーへの移行を推進
することとしています。
さらに，建築物ライフサイクルカーボンの算
定・評価を促進するための制度構築や，建設現場
での低炭素型コンクリート等の活用により，建築
物のライフサイクル全体での脱炭素化を図るほ
か，道路・空港等の多様なインフラ空間を活用し
た再エネの供給拡大，都市緑化やブルーカーボン
生態系の活用による温室効果ガスの吸収源対策等
についても推進していくこととしています。

⑵　重点分野 2「自然再生や人と自然が共生する
社会づくり」
河川整備計画に河川環境の定量的な目標を位置
付けること等により，地域におけるグリーンイン
フラの活用を進めます。それに加えて，今後のグ
リーンインフラの拡大に向けた基盤づくりとし
て，グリーンインフラの多様な効果を測る評価手
法の確立や，中間支援組織支援，地域のスタート
アップ創出等を図ることとしています。
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⑶　重点分野 3「再生資源を利用した生産システ
ムの構築」
循環資源の利用拡大に向けて，下水汚泥資源の
肥料利用や建設リサイクルの高度化を進めつつ，
「予防保全型」インフラメンテナンスへの転換や，
地域インフラ群再生戦略マネジメント（群マネ）
の推進等により，インフラの長寿命化等による廃
棄物の発生抑制を図ることとしています。また，
動静脈連携を支えるインフラ・基盤整備として，
循環経済拠点港湾の選定・整備や，地域を支える
建設業・物流業の相互連携にも取り組むこととし
ています。

⑷　重点分野 4「環境資源を基軸とした地域の経
済社会づくり」
地域資源である木質バイオマス，下水汚泥，水
力等を活用することで，エネルギーの創出・地産
地消を進めるとともに，地域特性を生かしたまち
づくり等を通じて，持続可能な地域の経済社会シ
ステムの構築に取り組んでいくこととしています。

⑸　重点分野 5「気候変動に適応できる社会の形
成」
治水計画の見直し，流域治水の加速化・深化，
防災気象情報の精度向上等，ハード・ソフト一体
となった気候変動適応策とともに，遮熱性舗装の
整備，まちなかの緑化空間の創出等，生活環境向
上に資するヒートアイランド・暑熱対策を進めて
いくこととしています。

⑹　重点分野 6「環境価値が評価される市場創
出」
輸送段階の温室効果ガス排出削減量の可視化，

建築物のライフサイクルカーボンの算定・評価等
を促進する制度の構築等により，環境価値の見え
る化を進めるほか，環境価値を評価・認証する仕
組みの活用・充実を図ることとしています。ま
た，ブルーカーボン由来のカーボンクレジット制
度の充実等，クレジットの創出・活用を進めるな
ど，グリーン製品等の公共調達促進，国民・企業
の行動変容に取り組むこととしています。

⑺　重点分野 7「グリーン社会を支える体制・基
盤づくり」
人口減少・担い手不足等が進む中でも，グリー
ン社会の実現に向けた取組を持続的・効果的に推
進するため，モビリティ水素官民協議会，グリー
ンインフラ官民連携プラットフォームといった各
種の官民協議会等の活用を通じて多様な関係者の
連携・協働を促進するとともに，デジタル技術・
データ活用のための基盤整備と環境政策への活
用，環境問題に対応できる人材育成・体制づく
り，持続的な取組を支える制度的な基盤づくり等
に取り組むこととしています。

4.　おわりに

まちづくり・インフラ，交通・運輸など，くら
しと経済を支える幅広い分野を所管する国土交通
省では，環境政策においても果たすべき役割は大
きいと考えられます。今後も，新たな国土交通省
環境行動計画を踏まえ，さまざまなステークホル
ダーと連携しながら，環境政策を着実に推進して
まいります。

建設マネジメント技術　　2025 年 9 月号 11

建マネ2509_05_特集_1_三.indd   11建マネ2509_05_特集_1_三.indd   11 2025/09/03   14:052025/09/03   14:05



特集 環境行動計画の改定とグリーン社会に向けて

「国土交通省環境行動計画」の全体概要
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